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Ⅴ．創作非容易性判断の手法
４．判断基準③ほとんどそのまま
１）「直ちに」本件意匠に至る
　『意匠審査基準』（以下、『基準』という。）の令和
２年３月改訂前においては、創作容易【事例】のほと
んどは、同一の形状等をありふれた手法で構成した
ものであったが、一部に「ほとんどそのまま物品に
表したにすぎない意匠」（23.5.5）や「やむなく行わ
れる…誰でも加えるであろう程度にすぎない変形」

（23.5.6）が記載されていた。改訂は、この点を明確
にし、「ほとんどそのままあらわされている場合」
が原則であり「軽微な改変」はこれに準ずるものと
した。改訂『基準』は軽微な改変の例として、「（a）
角部及び縁部の単純な隅丸化又は面取り、（b）模
様等の単純な削除、（c）色彩の単純な変更、区画ご
との単純な彩色、要求機能に基づく標準的な彩色、

（d）素材の単純な変更によって生じる形状等の変
更」を挙げている＊１。この例を勘案すれば、軽微
な改変とは、改変後の形状等が改変前と実質的に同
一の形状等（実質同一の美感を起こさせるもの）で
あるような改変と理解される。

　裁判例をみると（以下、下線は筆者記入）、知
財高判平成22・７・20〔取鍋２審〕平成19（ネ）
10032［図１］は、一般論で、「意匠の構成要素を
他の意匠に単に置き換えるか、複数の意匠をそのま
ま組み合わせることにより、当該意匠と同一又はほ
ぼ同一の形状の意匠を容易に創作できる場合には、
意匠の創作容易性が肯定される」と述べる。知財高
判令和元・７・３〔検査用照明器具Ⅱ〕平成30（行ケ）
10181［図２］は、「引用意匠１に引用意匠２…を
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●図１　意匠登録第1137667号「取鍋」


